
 

―２５４― 

＋ 

＋

＋

＋

○内谷重治市長 ただいま健康課長が申し上げま

したように、混合診療というのは先進医療では

そうなってるわけですが、これがふえていけば

保険自体が崩壊する可能性が高いというふうに

思います。ＴＰＰの参加によって医療分野につ

いて全面的な解禁は、日本の医療に市場原理主

義が持ち込まれるということですから、自由で

高価な医療はいわゆる富裕層が受ける保険給付

の範囲も狭まると。最終的には国民皆保険の崩

壊につながりかねないというのが医師会の国民

医療推進協議会の主張ですけども、私も同感で

して、これによってすぐれた日本の皆保険制度

が崩壊しかねない、そういったところも気をつ

けて私ども見ていかなきゃいけない、そのよう

に思っております。 

○渋谷佐輔委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 大変ありがとうござい

ました。 

 きょうの私の総括質疑は、一般質問、総括質

疑含めて24年間で139回目です。あとすること

がないと思いますが、これからまた当局の方も

議会と十分な議論しながら進めていただきたい

というふうにお願いいたしまして終わりたいと

思います。 

 

 

 髙橋孝夫委員の総括質疑 

 

 

○渋谷佐輔委員長 次に、順位２番、議席番号10

番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 私は、市民生活の向上

願いながら総括質疑をさせていただきます。４

点について質問させていただきますので、明快

な答弁をいただきますようにお願いをしておき

たいと思います。 

 今月というか、最近、先週ですが、生涯忘れ

ないであろうという数値があります。一つは、

３・11、もう一つはマグニチュード9.0だと思

います。60年間生きてきて、昭和42年の羽越水

害のとき私のうちは床上浸水だったもんですか

ら、もちろん寝ることもできませんでしたし、

電気も来ませんでした。そういう思い以来なか

ったんですが、まず一昼夜以上停電をしたとい

うのが本当に久々の体験でした。地震があって

すぐマツヤデンキに行きました。そしたら乾電

池持ってってくれ、もう全部放出してるんです。

多分電気が停電なるから乾電池もういいです、

持ってってくださいと言うわけです。いただい

てきました。助かりました。うちにある懐中電

灯ほとんど、全部で５基しかなかったんですけ

ども、それで入れかえてすること本当に助かっ

たんです。そういうことって本当に大事なんだ

なとつくづく感じました。親たちは深刻なんで

すが、２人の孫はろうそくの明かりで暮らすと

いうのは何か浮き浮きするんですね。こんなこ

ともあるのかなというふうに感じたところです。 

 もう一つ私感じたのは、娘が福島、郡山にお

りまして、うちに入れないというわけですね。

もうめちゃめちゃ。車で生活してると聞いて、

次に日行きました。栗子をおりたら全く電気の

ない世界と水のない世界です。いろんなところ

にポリタンクを持った住民が並んでます。あっ

と思いました。家内と２人行ったんですが、ト

イレに行きたいとなったんです。高速使えませ

んから４号線で行ったんですけども、道の駅行

ってトイレ入ったら使えないんですよ。これも

もうコンビニもだめ。これは大変なことなんだ

なとつくづく感じました。行って後片づけをし

て食糧調達に行こうといろんなところ回りまし

たけど、これも悲惨。ないんです。コンビニに

至ってはあるのはたばことアルコール類だけ。

ほかの食い物は一切なしという状態。一昼夜行

ってきたわけですけれども、帰り山形、栗子を

通ってきて帰ってきて、米沢に着いた途端ほっ

としました。何と県をまたぐことでこれだけ違
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うのか。つくづく天災異変に強い山形であって

よかったというふうに感じましたし、それやっ

ぱりこれからはいろんな意味で生かしていかな

きゃならないなとつくづく感じてまいったとこ

ろです。 

 前置きは以上にして、質問させていただきた

いと思います。 

 質問の第１は、放課後児童健全育成事業費補

助金、補助制度の考え方について伺います。 

 施政方針では、学童クラブのサービスの維

持・向上を図り、地域住民と協働して子供たち

を見守り、はぐくむ環境づくりを推進するため

放課後児童健全育成事業費補助制度を創設し、

地域の子育て支援団体や子育て支援の担い手の

活動を支援し、子育てを社会全体で支える地域

づくりを目指すというふうにしています。23年

度予算では、放課後健全育成補助事業、民間学

童クラブ分として248万円が計上をされている

ようです。 

 そこで福祉事務所長にお伺いをしますが、こ

の事業費補助金、放課後健全育成事業費補助金

の考え方と具体的にはどこに補助をすることに

なるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 髙橋委員のご質問にお

答えをしたいと思います。 

 考え方でございますが、22年度から市内の事

業所で学童保育を運営してきたところがござい

ますが、このたび「非営利活動法人を設立をし

て、23年度４月から夕刻、夕方７時まで開設を

する学童保育を実施したい」との要望がござい

ました。そして「地域の皆さんに見守られなが

ら伸び伸びと成長できる学童を地域の皆さんと

運営したい」と、こういうようなことでござい

まして、市の支援はいただきたいというふうな

ことでございました。 

 市としては、市の直営で長時間開設が難しい

ことから、長井市の放課後児童健全育成事業補

助金の交付要綱定めまして、補助金を交付する

こととしたいというふうに考えたところでござ

います。 

 この事業は、山形県放課後子どもプラン推進

事業の補助対象ということでございまして、国

３分の１、県３分の１、市３分の１の負担とい

うようなことでございます。以上でございます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 これ厚生委員会に協議

会に示された資料で確かに県の補助が出ている

というふうに見たんです。これはいいんですけ

れども、その受けるところというのは、事業者

というのは具体的にどういう体制でやっている

のかということと、実際どれくらいここを利用

してるんですか。これは平成22年度はどうで、

23年度の申し込み状態はどうなのかなどについ

てもお聞かせをいただきたいと。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 具体には舟場にござい

ますうぇるキッズという学童クラブを実施して

いるところでございまして、ウェルランドとい

う介護事業所、介護施設を貸し出しなどをして

いる事業所が行っているところでございますが、

22年度から始めまして、通常の基本体系として

は朝の７時半から夕刻の７時まででございます

けども、最長としては夕刻８時までの運営でご

ざいまして、学校からうぇるキッズまで車で運

んでくる、そしておうちに車で届けると、こう

いうようなことが売りになっておりました。 

 22年度は５人の学童がおられまして、指導員

さんもお一人は常勤で、お一人がパートという

形で２人で運営をしておりました。そういうよ

うな形でやったきたわけでございますが、なか

なか５人からふえないんでございます。それで

市の支援ということになってきたわけでござい

ます。以上でございます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 その際の負担があるわ
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けですけれども、それはどれくらいなっていた

んですか。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 １万5,000円が基本料

金でございまして、そして長期間の保育のとこ

ろでお値段がそれぞれ決まっていると。そして

土曜日についてもお値段が決まって、最大でご

ざいますと２万3,000円くらいに１カ月の金額

がなっていくというふうなことでございました。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 今回248万円の補助が

行くわけですけれども、そうなるとこの負担金

というのはどうなるんですか。利用料金という

か。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 お答えをいたします。 

 うぇるキッズから23年度に向けたパンフレッ

トがございますので、これでお答えをしたいと

思いますが、基本料金で月１万円でございます。

これは７時30分から19時30分までのことでござ

います。そして延長料金というふうなことで、

延長が19時から20時まで延長するわけですが、

それが月3,000円でございます。プラスになる

わけでございます。土曜日を見ますと、土曜日

保育ということではプラス5,000円ということ

に月当たりなります。そして長期利用料金とい

うふうな設定もございまして、春休みは3,500

円でお受けする、夏休みは7,500円でお受けす

る、冬休みは3,500円でお受けする、こういう

ようなことの料金設定でございまして、ここで

いえば１万5,000円が補助をもらう前でござい

ましたが、補助をもらって月１万円になるとい

うふうなことが変わってるところかなと思いま

す。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 それで23年度の市の学童保育の募集の状態に

ついてお聞かせいただきたいと思います。22年

は198人でしたでしょうか。23年度はどうなっ

てるのか、お聞かせをいただきたいと。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 お答えいたします。 

 22年度の学童クラブ利用人数でトータルでご

ざいますと201名ございました。そこのところ

が23年度で今回募集をかけたところ全体で229

名ということで、28名が増加をしております。

以上でございます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 ふえてるわけですけれ

ども、このふえてる要因というのはどういうこ

とですかね。３年生までを６年生までにしまし

たね。それはふえる要因だと思いますけれど、

そういう範囲を拡大したりということはなくて

ふえてるわけですけれども、その要因はどのあ

たりにあるとお考えでしょうか。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 お答えいたします。 

 学童クラブの利用人数のところで１年から６

年まであるわけでございますが、最近４年生と

いうのが多くなってきておりまして、例えば21

年で４年生が10人だったところが22年で22人と

なって、23年度は25人というふうなことになり

ました。５年、６年というと、またそんなに多

くはない。お一人、２人というふうな感じでご

ざいます。それから違いとしては、22年度の１

年生が60人のところが23年度になりますと78人

ということで、１年生が多くなってきてる。 

 こんなことを考えますと、やはり最近なって

きて両親の共働きとか、あるいは祖父母の就業

などによっておうちにいても保護者がいないと

いうふうな状態のお子さんが多くなっていると

いうふうに思いますし、子育ての環境が変化を

してきている。地域にお子さんがいなくなって

学童に集まってきてるのかなと、そんなことも

思うところでございます。あるいは第三者にお

子さんを預けるというふうな風潮なんですか、
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そんなような子育ての環境ということも考えて

いるところでございます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 お聞きするところによ

ると今周辺の児童センターに入る子供さんが、

まず申し込む子供さんが減って、保育園に入り

たいとする子供さんがふえていて、長井の場合

は待機児童も発生をするという、こういう事態

になっているわけですね。そういうこととこの

部分、学童保育といいますか、学童クラブに申

し込む人がふえるというのは私は底辺でつなが

っているんではないか。いわば先ほどあった働

かなきゃいけないというそういう状態が生まれ

て、しかし子供もいる。それはじいちゃん、ば

あちゃんというふうになってる。そこも大変に

なってきてというところでこういう傾向にある

のではないかと私は感じますが、そこはどうお

考えですか。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 お答えいたします。 

 周辺部、例えば豊田、致芳、平野あたりを見

ますと昨年と比べて10名台だったのが20名台に

多くなって、周辺部でも学童のお子さんはふえ

ておりますし、それにも増して中央の方が伸び

率が多いわけでございまして、123名おられた

のが23年度になりますと140名のお子さんが希

望されてると、こんなことでございます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 それでもう一つお伺いをしますが、平成23年

度は229名申し込みがあったということになる

わけですけれども、そういうふうになるわけで

すが、それで市が展開をしている学童クラブの

いわゆる事業費総額というのは幾らになるんで

すか。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 23年度の学童クラブの

歳出予算についてお答えをさせていただきます。

2,425万1,067円ということでございます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 ありがとうございまし

た。 

 私このことを比較してどうのこうのと言うつ

もりはないんですけれども、ちょっと気になる

ことがあるんです。今回はこれ施政方針でここ

に書いてますけれども、私そうではないのでな

いかというふうに感じたもんだから、ここ市長

にお伺いしますが、この学童クラブの事業展開

の考え方ですけれども、今回国、県からそれぞ

れ補助金として来て、それを市の部分も含めて

民間に補助金を交付するということになるわけ

ですけれど、そういうことを通してこれからは

民間の事業者、そういったところを中心にこの

学童保育というものを展開をしていこうという

ふうに考えておられるのかどうなのか、そこの

ところだけやっぱり整理をしたいというふうに

考えましたので、この部分の考え方について市

長にお伺いをしたいと思います。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 長井市の場合は、長井小学校を

除いてほかは基本的には児童センターで学童行

ってると。伊佐沢の場合は、特にお願いして地

区公民館の場所をお借りしてるという形でござ

います。余りいい形態ではないなと実は思って

おりまして、２通り考えられるんですが、やは

り文部科学省の方で言ってるように学校でこれ

を行うと。学校の施設を借りるということです

ね。それともう一つは、山形とか米沢、天童で

行っているような地域の保護者とか、あるいは

地域の人たちの連携のもとに地域で受けてくだ

さるという形があるようです。 

 私は、民間にすべてお任せするというのでは

なかなか全地区は長井市の場合、難しいだろう

と。一方で、保護者の方のニーズといいますか、

要望がかなりいろんな考え方になってまして、

昨年受けた内容ですと朝の７時から夜の８時ま



 

―２５８― 

＋ 

＋

＋

＋

で預かってほしいとか、あるいは夏休みも土日

も全部預かってほしいという考え方でございま

す。これは必ずしも間違った考え方とも言えな

いだろうと。 

 ある程度行政としてはそれにこたえるような

努力もしたいということで、今の長井市の児童

センターで学童保育をする場合ですと、どうし

ても夜の７時とかというのは不可能に近いと。

ですからそこの部分を補完するような形で、こ

こは非営利活動法人ひびきというＮＰＯ法人を

つくっていただいて、そこで学童保育うぇるキ

ッズという団体をつくっていただいて、やはり

あくまでも営利目的じゃなくてやりたいという

考え方でございましたので、あとやはり長井市

の場合は、一つのこれは売りなんでしょうけど

も、3,000円で受けてるわけですね、１カ月。

それにおやつ代が2,000円で5,000円なんですが、

これは山形県内では一番低い金額でして、これ

はいいことなんでしょうけども、逆言えば民間

の方では成り立たないと。今回うぇるキッズの

いいところは、夜の遅くまで預かってくれると

いうのと、市全体で募って、そして送迎もして

あげるということでありますので、それでは市

でこたえられない部分の保護者の要望に対して

そこで担っていただこうということで今回支援

するというような考え方で申し上げたところで

ございます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 それはそれでいいんで

す。 

 今、市長言われましたけれど、いわゆる児童

センターでやっている部分についてと、それか

ら学校を会場としてやる部分いうことをやっぱ

り少し整理していく必要があるんじゃないかと、

私はこう思ってるんです。こういうふうに言わ

れたんです、私はある市民から。「児童センタ

ーで何で小学生を見るのよ」と。「施設自体が

違うじゃないか」と。「要するに園児という幼

児を預かる施設なんでしょう」と。「それは小

学生、しかも６年生まですごく体も大きい子供

たちがいるところではないはずだ」と。そこで

無理していわゆる学童クラブと称してやること

よりもやっぱり学校でそこの部分は見てもらう

方がいいのではないか。そして児童センターで

は要望されてる、これ一概にいきませんよ。

「長時間の保育というところもできるような整

理をしなきゃいけないのではないか」というふ

うに指摘を実はされました。考えてみりゃその

とおりで、そういうふうに私どもも言ってきた

わけですけれども、その整理をやっぱり図る意

味で私はぜひ期限を切って検討されてはどうか

というふうに思います。 

 12月定例会で実はこの学童保育の考え方お伺

いをしました。教育長は、こういうふうに答弁

をされたんです。子供を育てるという意味では

学校も学童も同じだと。長井市としても教育委

員会として何ができるのか、子育て支援室とも

話し合っていきたいということだったんです。

私は、いい方向に向かってるなと、こう思って

いるわけですけれども、このことも含めて以降

どう方向性を、私は示していただきたいという

ふうに思いますが、どうお考えなのかお聞かせ

いただきたいと。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 実態としてはなかなかすぐに小

学校を、空き教室あるわけですけど、そこをお

借りして学童クラブを行う、実施するというの

は難しいというふうに思っております。今の学

童クラブについては、福祉事務所の子育て推進

室で担ってるわけなんですけども、どうしても

教育委員会とのやはりなかなかうまく意思疎通

が図れないというちょっと課題もあるんですけ

れども、もう一つの大きな理由は、学校で行う

場合ですと今学童クラブが社会福祉協議会にお

願いしてる部分と、あとは児童センターで直営

でしてる場合とあるんですね。その場合ですと
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保育士さんが児童センターにおりますので、そ

うすると１人ないしは２人のいわゆる保育士で

見てる形なんですね。それが学校で場所をお借

りしてするとなるともっと人数をふやさなきゃ

いけないと。そうしますと残念ながら人件費の

部分が相当膨らんできてしまう。 

 一方で、安い利用料というのは、これは一つ

の子育て支援の考え方ですけども、それだけじ

ゃなくてもう少し学童クラブをより充実させる

にはある程度、少し利用の内容が変わるような、

もう少し充実したあり方の中で料金体系も含め

てトータルで考えていかなきゃいけないんじゃ

ないかと、そのように思っております。したが

って、これから教育委員会とも、もし今回ご提

案させていただいてる子育て支援課となった場

合にもっと主体的に学童クラブについても考え

ていきたいと、そのように思っております。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 今、市長が答弁されま

したように、私はやっぱりぜひ教育委員会もか

んでよりよいものをつくってもらいたいなと思

ってます。それを進めることが、さっきちょっ

と言いましたけれども、結局児童センターで要

望があるいろんな課題、長時間保育であるとか

というところにも少し道が開けるのではないか

とも感じますので、ぜひ整理をしてお願いをし

たいなというふうに思います。 

 次に、質問の第２の敬老祝賀事業についてお

伺いをいたします。 

 先日の一般質問で補助要綱などを示して説明

をしてほしいというふうに申し上げましたけれ

ども、要綱などは残念ながら示されませんでし

た。きょういただきましたから、これについて

福祉事務所長、ちょっと説明をいただきたいと

思います。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 お答えをいたします。 

 お手元にある長井市敬老祝事業補助金交付規

程でご説明をさせていただきます。 

 目的及び交付でございますが、市長は、長年

にわたり地域社会に貢献してこられた高齢者の

方々への敬老事業として地域が主体となって行

う敬老祝い事業に対し長井市補助金交付規程及

びこの規程に定めるところに補助金を交付する

としております。 

 第２条で補助対象事業でございますが、交付

の対象となる事業は、地区または区など、以下

地区などと言いますが、が実施する敬老祝い事

業とする。２項として、敬老祝い事業は、公民

館等に高齢者を招待して芸能や飲食等の接待、

高齢者へ敬老祝い品を配付する事業とする。 

 補助金の額でございます。第３条ですが、補

助金の額は、地区などで実施する補助対象事業

に要する額とする。ただし、敬老祝い事業対象

者のうち数え76歳以上の者の数に1,000円を乗

じて得た額を上限とするということで考え方を

整理したところでございます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 そして申請をして補助

金の交付を受けて、実績報告をするということ

になるわけです。 

 これもさきの一般質問でちょっとお伺いをし

ましたけれども、実際これを祝賀事業をやると

ころとそうでないところというのは、このもう

一人頭1,000円の、いわゆるこれ補助ですから、

これを受けることができないというふうになる

わけですけれども、ちょっと私この前聞き逃し

たのですが、これ補助事業なりましたね。その

前まで違ってましたよね。そことの兼ね合いは

どうなのですか。 

○渋谷佐輔委員長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 お答えいたします。 

 20年度までですか、以前に行われてた敬老会

委託事業については、あくまで委託でございま

して、お値段を定めまして地区の方に敬老会事

業を委託するわけでございまして、いろいろと
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金額によってこういう金額ではオーケーをでき

ないというふうなことを言われたり、あるいは

押しつけというふうな感じが否めなかったとい

うふうに私としては認識をしております。 

 しかし、敬老祝い事業としての補助金、補助

事業として実際実施しているところの方々に補

助をするわけでございまして、それにつきまし

ても敬老会だけでなくて敬老祝い品の配付、贈

呈というところを含んでおりまして、地区の

方々に地区で地区の高齢者の方々に実施をして

いただくというところに意義があるものではな

いかなというふうに感じを持ってるところでご

ざいます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 そういうことでなくて、

結局この補助を受けるというのは地区次第にな

るわけですよ。地区がするかしないか、それで

こういう事業をやるというふうになると、この

前申し上げましたけれども、地区は悩むわけで

す。市長は、その前の答弁で委託事業はもう嫌

だと、それから実際やってるところさ補助して

もらいたいという連合会からの要望があってこ

れにしたんだというふうにおっしゃった。それ

もわかりますけども、しかし地区としては、こ

ういうふうに私も相談されてるんですが、「復

活すると言ったでないか」と。復活をするとい

うのは1,000円分を補助事業で、前と違うのだ

という説明しましたけれども、そうなってくる

と今まではしてなかったと。今度しんなねくな

るというふうに感じてるわけです。するには

1,000円だけでさんにえから地区からもお金を

出さんなね。地区にはそういう余裕はない。や

るとすれば新たな負担をお願いをせざるを得な

いというところで悩んでいるわけです。 

 もう一つは、これ向こうしった、うちはしね、

そういうふうになるととってもいたたまれない

というふうに悩んでるわけです。これらは今回

委託事業からこの補助事業にする際にどういう

ふうにそういうところについては対応されると

いうふうにして整理をされてきたのかどうか。

これはどっちでもいいです。市長でもいいです

からお願いします。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 一般質問でもお答えしたんですが、20年、21

年、２年間敬老会委託事業についてはしなかっ

たと、中止したということでございまして、22

年度の予算の際に相談したんですね。去年の12

月ごろでございましたけども。ごめんなさい、

おととしですね。22年度予算について地区長手

当も戻させていただく、あるいは隣組長手当も

戻させていただく中で敬老会の委託事業も戻さ

せていただけるような条件何とか整ったからど

うでしょうかというふうにご相談申し上げたと

ころ、地区長連合会の各地区の会長さん方の中

で大部分の方がそれはもう地区としては受けた

くないと、委託事業はなかなか厳しいと。それ

は今、髙橋委員がおっしゃったような地域の、

地区の負担が出てくると、これは大変だという

ことだったもんですから、22年度はしなかった

と。 

 23年度の予算に向けて地区長連合会とご相談

させていただいた中で、今度はしてる地域があ

るんだと、20、21、22と独自でやってる地域あ

るんだと。しかも参加者から負担もいただいて

るところがほとんどなんですけども、そういう

ふうにやってるところには支援をぜひしてほし

いというのが、これはもう満場一致でした。そ

んなことからじゃあ、それについて検討します

ということで今回こういった予算案と規程もつ

くらせていただいたんですけれども、その中で

私が地区長会の皆さんと話していろいろ意見交

換して思ったのは、必ずしも１カ所に公民館に

集まったりとか、あるいは例えばはぎ苑さんを

お借りしてそこで集まってみんなで祝う会をす

るというのばっかりではないんだと。むしろそ
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ういうのは例えば中央地区はほとんどできない

と。だからそうじゃなくて、「何か物、品物と

かお赤飯一つでいいからそれを地区で配ったも

の、それについて支援してほしい」というよう

なお話でした。そうしますと市の方で500円相

当のお菓子と、それからやはり地区長会からの

要望で名簿を配ってるんですね。それは地区長

さんにお願いしてるもんですから、そうしまし

たら地区によってはじゃあ地区としても何か敬

老ということでお赤飯でも配ろうかと。それ例

えば1,000円だったら1,000円以内でそれを手配

して一緒に配るだけですから、それぐらいは地

区の判断でご決定いただけるんじゃないかと。

いや、敬老そのものが必要ないというんだった

ら別ですけども、地区では必要だとおっしゃっ

てるわけですから、それでただ会を催すにはお

金もかかるし、それから来られる方と来れない

方といらっしゃるから不平等だということでい

ろんなもの配る、地域の考え方違うわけですけ

ど、そういった形で地域で考えていただくこと

がむしろお年寄りを敬うということの本来の意

味じゃないかということから今回こういった事

業にして、ただ予算が足りないというわけには

いかないだろうから、結果としては髙橋委員お

っしゃるように全地区するのかもしれませんけ

ども、やはりそのときに足りないと、もうお金

がありませんので交付できませんと言われない

ように人数分を予算化したということでござい

ます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 それで私、今回のこの目的のところにも返る

んでしょうけれども、この補助交付規程の考え

方は、これいわゆる4,000何人いるわけですが、

その人たちが大体受けられるようにしてほしい

というふうに考えてつくったんだと思うんです。

そういうことでいいんですよね。市長、どうで

すか、ここ。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋委員がご指摘のとおり、例

えば補助対象の第２条の部分とか、あるいは第

３条の部分とか、そういったところを配慮して、

なさる地区についてはしっかりと1,000円分に

ついて配付できるように配慮したつもりでござ

います。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 実はこれこの課でとっ

ても悩ましくているんですけども、私は、要す

るに補助事業の対象を広げて大部分、ほとんど

のところが該当できるようにする。もう一つは、

申請の仕方も報告の仕方もできるだけ簡易なも

のにするということでこれをできるだけ多くの

地区にやってもらおうというふうに言おうかな

という思いが半分あって、実はもう半分はこれ

こんなに例えば何人かの地区長さんが悩まんな

んようなことであれば一たん凍結して、一般質

問の最後にも申し上げましたけれども、500円

分ありますよね、そのこととそいつとこの

1,000円のところをどうやってうまくやるかと

いうところをもう少し詰めてもらって、平成24

年度からスタートできるように、ことしの12月

あたりに提案をしてもらえば一番いいのかなと

いうふうに思ったり、あるいはこれはもう全く

置いて、この間の大震災でこれから出るであろ

う出費、それに備えるということだって一つの

選択肢かなというふうに実はずっと悩んでいる

んです。ただ、いつまでも悩んでいられないの

で、一番最初のところに戻りますけれど、こう

いういわゆる地区で申請をする際に、ああ、こ

ういう企画だめなんて言わねえで、窓口とか対

象事業、それをとにかく広げてできるだけ多く

該当するようにすると。申請も報告も簡易なも

のにするという考え方があるのかないのか、そ

こをまずお聞かせをいただくことにします。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 地区でお年寄りを敬うという趣
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旨の事業でしたらどういう形でもよろしいんじ

ゃないかなと私は思っておりますし、現にこの

交付規程もかなり幅の広い考え方で、ここに触

れられてない部分についてはまた要領みたいな

ものを準備しとく必要があるのかなと、そうい

った形でできるだけ幅広く受けられるように考

えていきたいなと思っております。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 私、今回は悩みながら

質問してますから、こういう何やちょっとちゃ

んと言えなくて申しわけないんですけれども、

ここまでするということであればやっぱりでき

るだけ多くのところが該当するように、これは

ぜひお願いをするしかないなというふうに感じ

ます。そういうことでぜひこれから具体的に相

談多分あると思うんですが、そういう際には柔

軟にぜひ対応していただきたいというふうに申

し上げたいと思います。 

 ちょっと時間の関係で３点目を省いて、４点

目の定員適正化のところについてお伺いをいた

したいと思います。 

 定員適正化計画いただきました。この計画で

は適正化の具体的方策ということで３点上げて

いるわけですよ。１つは、派遣職員のこれを減

らすということ。それから２つは、業務委託な

どの推進をするのだと。３つは、退職者の不補

充というふうにしているわけです。 

 まず総務課長にお伺いをしますが、１の派遣

職員の関係で計画では「置賜広域病院組合職員

の採用に伴う減少」、それから「西置賜行政組

合の組織変更に伴う減少」などという記載があ

るわけです。そこでお伺いをしたいと思います

が、実際の現状の派遣職員の数、現状どういう

ふうになっているのかということと、現時点で

考えられる派遣職員を減少していく方向性など

についてわかる範囲でまずお聞かせをいただき

たいと。 

○渋谷佐輔委員長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 髙橋委員の質問にお答えし

ます。 

 現在の派遣職員、一部事務組合の方につきま

しては、病院組合、それから西置賜行政組合等

で31名、病院組合が27名、それから今年度でご

ざいますが、行政組合の方が４名と、30名前後

の人数になっております。 

 今後について一番懸念されますのは、やはり

置賜病院組合、こちらの方の派遣の状況であろ

うと思います。 

 まず一つは、事務職において置賜病院組合で

もプロパーの採用という動きが出ております。

かつてこれまで５名のプロパー既に採用なされ

ているわけですけども、その後、単年度で終わ

って、２年間かけたんでしたかな、５名で終わ

っております。当初この計画が導入なったとき

は順次続くのかなというふうにも思いましたが、

５名でとまってるという経緯がある。この間一

番直近の人事担当の主管課長会議等でも既に議

題として提起されておりますが、今後について

は順次一定数をプロパー採用をしていくという

方針が確認されております。この関係で派遣の

方については人数に変動が出てくるということ

が一つございます。 

 それから同じ派遣職員の部分で調理師さんの

派遣、こちらの方については病院組合の特に基

幹病院の栄養科の運営、療食事業の部分でござ

いますが、こちらのいわゆる経営のやり方がど

うなるかという部分が大きく絡んでくるのでは

ないかなと。具体的に申し上げますと委託ある

いは指定管理まで踏み込むのかどうかですが、

直接の直営部分ではない対応を現実に議題とし

ていろいろ議論されてるというような状態がご

ざいます。当然ながらいろいろ懸念される部分

あるわけですけども、人数の関係で申し上げま

すとそれらが変動の部分かなというふうに思い

ます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 
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○１０番 髙橋孝夫委員 いずれこの病院組合の

ところがポイントになるんですけれども、一般

職の話は少し具体的に進みそうですが、調理師

のところというのは期限区切ってここまで検討

して、ここからスタートしましょうとか、そう

いう期限的なものはあるんですか。 

○渋谷佐輔委員長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 これまでの議論の中では、

具体的な期限等については示されてはおりませ

ん。ただ、将来的な方向としてそのような方向

目指すということ、具体的なテーブルでタイム

テーブルにのった形でもう既に期限が決まって

るということではございません。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 そこまでわかりました。 

 それでだから病院組合がとろうとしているい

わゆる事務職員のところ、それから調理部門に

ついては委託とか指定管理とかとあるわけです

けれども、それに対する長井市の考え方という

のはどういうふうにまとめてるんですか。 

○渋谷佐輔委員長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 当然に職員の雇用、この部

分については確保していかなければならないと

いうふうに考えております。調理師さんの場合

は、長井市の場合はかつて学校給食共同調理場、

直営であったわけでございますが、これらの委

託に際しましていろいろ職種転換も含めて対応

してまいりました。職員が仕事がないと、職が

ないということのないように、例えば本人のご

希望による実質的な職種の転換というようなこ

とで対応なった部分ございますし、それから多

くの調理師さんの方は、病院事業ですね、基幹

病院、それから長井市立総合病院あるいは現在

の公立長井病院というような形でそこに勤務な

されておるということであります。当然ながら

現在の職についている方の年齢構成、それから

先ほど来申し上げております議論ですね、こち

らの方の進捗の状況、これらを総合的にも判断

をしながら議論を進めていく必要があるんでは

ないかなというふうに思います。 

 長井市としては、当然ながら調理師さんの病

院事業での職、これだけに限定されることなく、

長井市本体において受け入れられる部分がある

かどうかといった部分も検討もしていく必要が

あるんではないかなというふうに思っておりま

す。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 とっても微妙な問題で、

難しい問題だと思うんです。 

 私お願いしておきたいのは、採用された、今

日まで職についてるわけですが、そういう人の

思いというものをまず第一にして対応いただき

たいというふうに考えます。 

 病院組合が例えば調理部門を委託をする、あ

るいは指定管理者にするということを急ぐ余り

職種から外れる人が出てくるわけで、そこのと

ころはやっぱり長井市としてはほかの自治体と

は違うわけで、構成自治体とは違う事情がある

わけで、そこはぜひ十分に配慮をして対応いた

だきたいなというふうに思いますが、ここは市

長、いかがでしょうか。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋孝夫委員がおっしゃいます

ように、特に置賜公立病院組合については調理

師が今直営と委託の部分と、それから定時補助

職員でおられる方と非常に混合の現状でありま

すので、混乱してるというふうにはお伺いして

ますが、もし例えば指定管理者とかでする場合、

これは慎重にしてもらわないと困ると。長井に

ついては調理師さんの職場がないので、これは

事前にきちんと協議していただかないとだめだ

ということは申し上げてるところでございまし

て、何としても長井市の立場を理解していくよ

うに努力していきます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 ぜひそのようにお願い
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をしたいと思います。 

 市長に伺いますが、この３つ目の退職者の不

補充というふうなところでは保育士、技師の退

職については当面不補充とするというふうにさ

れてるわけです。私は、行政の職場、自治体の

職場というのは住民サービスを展開をする上で

はいろいろなさまざまな職種の職員が配置をさ

れなければならない組織なのだというふうに感

じているんです。だけど長井の場合は、このま

ま推移をしていくと一般職と保健師がいる行政

体というふうになってしまうのではないかと感

じられるんです。これだけではやっぱりまずい

と私は思うんです。確かに保育計画を見ても、

例えば保育所のところでいえば児童センターも

指定管理者にするのだという計画でずっと進ん

でいますけれど、しかし子育て支援であるとか

子育ての方向性であるとかというふうなこと、

業務を見たら一般職で全部賄うということは無

理だと思うんですね。そういうことを考えれば

保育士の採用だってこれもう今の職員でこの人

が最後でというところ必ず出てくるわけで、そ

こから先はいなくなるなんてことにはならない

と思う。 

 あるいは学校の用務員などの技師についても

ずっとじゃあ全部臨時とかそういうふうなこと

でいいのかといったら、これはちょっと違うと

思うんですね。よく話が出るんですが、例えば

児童センターなどでも用度といいますか、周辺

の環境整備などをしてくれる用務員さんという

のはまず１児童館に１人なんて言わないけれど、

かけ持ちで今後配置してもらえないかなどとい

う声だってあるわけです。要望だってあるわけ

です。そういうことを考えても保育士あるいは

技士の存在というのは私はなくてはならないも

のだと、こう思うわけです。そういうことから

いうとこの当面不補充というのはどういうこと

なのか、考え方があればお聞かせをいただきた

いと思います。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 当面不補充のこの当面は何かと

いうことでございますが、保育士さんにつきま

しては国の方が認定こども園とかそういったこ

とで制度を大きく変えようとしてます。ここの

部分がまだ明らかにされておりませんので、今

の児童センターについては西根児童センターを

除いては指定管理者でいくということはもうご

承認いただいてるわけですので、そんなことで

認定こども園の関係でここは少し含みが必要だ

ろうというふうに思ったところが１点。 

 それから学校用務員さんについては、これは

正職でやはり１名は各学校に配置しなきゃいけ

ないというふうに思っております。定年退職さ

れた方のかわりの方については、例えば調理師

さんでそちらの方に移りたいという方いらっし

ゃったらそういうふうにしていきたいと思って

ますし、ただそういう希望の方がいらっしゃら

なかった場合、そういった場合の採用もあり得

るということから今の段階ではちょっと不透明

な部分があるんですけれども、当面という表現

で含みを持たせていただいたところでございま

す。以上でございます。 

○渋谷佐輔委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 多分１つ目の派遣職員

の関係も絡んでくるんだろうというふうに思い

ますけれど、しかし私は認識として自治体とい

うのは一般職だけいればいいなどというところ

ではないわけで、そこはぜひ住民サービス上欠

いてはならないところですから、そういう意味

で配慮をこれからもしていただきたいというふ

うに思うんです。だからこう書いたからずっと

不補充などという対応だけはしていただきたく

ないということだけ申し上げて、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

○渋谷佐輔委員長 以上で、通告による総括質疑

は終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は午後３時 


